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明石市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例制定のこと 

 

明石市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
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                明石市長   丸  谷  聡  子 



明石市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

明石市個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

改   正 現   行 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 機関 事務   機関 事務  

 
（略） 

  
（略） 

 

 
８ 

市長 

住登外者（本市の住民基本台帳

に記録されていない者であっ

て、住民とは別に管理しておく

必要があるものをいう。以下同

じ。）を特定するための番号を

付し、住登外者に係る情報を管

理する事務であって規則で定め

るもの 

  

（新 設） 

 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、住登外者を特定するための番号を付し、住登外者に係る情報を管理する事務を個

人番号の独自利用事務に追加するため、条例の一部を改正しようとするものである。 

1


